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r 東北タ 1ll!Hにおける共同経j立と土地所有一tllW Wl tit I¥ 
fアジア経i芹A投！高tjro ( IJ U N仁木＼｝（こ！？日間jff持）

（ハ） 日・11/';j~会·，：：： 2 

(}) m r,1 lこ詐え℃ J 

以下lこ（ u ）の論点~嬰約して制介し、 〈ハ）がどう笠えていろかを述べる。

次いで、これらに対する私なりのコメントを述べる。コメン j、を述べるに当た

っては、 Thi！・rl In tc’r im Rぞれor・1の宮崎原稿〈 υDNL木号に flj誌の以下では

宮崎英文論文と f与する）を参考とする。

[2〕mif.z i会；之；の論点

_l___,_jlij丘札（~J5 .'L~J!Ut!!J主m虫j必自

rjt flll タイ、ナコンパトム、ランレーム区にお ~j- る類型は、 i欠の 3 つであった。

(A）ハイ・タムキン：

関子Ill]にのみみられる。

2 ;j'!あり：

人－ a ；子供夫婦径扶助するため。相続前。

A -b；「養老i也j を貸与する。 Hlttlt後。

度、収限i去に－，tl誌の白米、現金を提供し、患に綴いる〈ハ

イ・ブンクン）

（お）ハイ・ Fゥレー：

｝：として相続伎のきょうだいm1のわiHIと管1月！の委託。 ( -If寺1自I.I；、
JI：耕作の場合など〉自米 15キロ／ライを受託者が提供するのが

背，iiiであるが、しないこともある。明らかに小作料ではない。
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(C）ハイ。デャオ：

通常む地主小作関係。契約ーとは現物、実際には売却代金。小作料

統制によって 10パーセント以下にflllえられている。 7-10タ

ン／ライが普通。

~ムヨLl金立
主論点 1.親子情jの｛吏用段階ときょうだい間のそれを区別していない。前者l主

人－ a,A-bであり、後者はBである。同じく使舟貸措であっても、 2者関

係、相続との関連において、両者は異なるのであり、区別されるべきである。

また、 i史m箆1昔におけるハイ・プンクンなどを見落している。

主論点 2.きょうだい開の貸！告は、 Bであって、一種のハイ・プンクンの授受

はあっても、小作料はない。宮崎氏のいう F安い小作料JはlllJ遣いである。

主論点 3. きょうだいn司の刈分を Fー揮の部分共同経営J として把握するのは、

混乱を引起こすだげである。

主論点4.親子HUの部分共関経嘗は、 A-aと同じものである。部分共同経営

におリる j祝f産物の分配は、ハイ・プンクンと同じである。

主論点 5.以上の4点により、次のように再整理できる。

宮崎氏の再担増 ランレーム区の貸出

親子nu使用貸借＝親子部分共同経営．．．．．ハイ・タムキン

親類間使用貸借＝兄弟姉除IMJ刈分小作．．．．ハイ・ドゥレー

隣人・知人間メリ分小作＝定額金約小作．．．．ハイ・チャオ

純子企画共同経営．．．．．．．．．．．．．なし

豆ュi自主盤論立

割論点 1. r伝統的土地所有の性搭Jについて異体的説明のないまま、近代的

土地所官に対接されている。

討論点 2.現地語の収集が不十分である。
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E:n宮崎氏の反論

1_. _Lliえ銃 1(1上！l!iJ!/JJ三J一色？J..~T

以下υJl>k 111そもつことぞもって、 r 伝統Ii':)Jという。

｛．土地主n-11 しか提供しないJ℃li司主主営でも共働JI_:食関係むあるのは、当該陛

需が土地をJl(I し τ いると HU肝す~のが自然であ号。

rT. 貸出、売買は滑に近視がi堅光ぢれるだ？fでない。 "JI：から事：の、ヂミから夫の

きょうだいへが多い。院i人のm続i自であっても伴侶の窓向よりも税肢のそれが

！？を先きれるう

ハ. Ill日にトJIしでも第 ~3 者抵抗力そもつく死別した先妻の HI続 i自に夫の！在干すが

なし、）。

Jc~ 子・さ J、ろだい！日！の打ー I/JU 、長期間、 m1ifl ;tたは廊、！日！iでおら。

; J; . j立問れによみ！更先売買権と（！｛liUi Ii)。

タ 1/!.'! t;J (.}) i1i i11早川lこ問して竹内向夫氏の r0-lflJ~肢 j 説と、：1um 淳氏の

「開会~杭J 説をす長べ、それぞれにおり弓土地所有限必比較する。前 fcl T! l之、

HI続終了i去に七九 ＇：，れそ，i9i臼棋の；l;1lll~ を説明しうろ。後誌では、 111 続 ilfi の Hi H 

OJ路mu、1ミ分別財産の分ll主保持：こ e上つで説明できるが、 m続完了技のiMl;Rっ

き探（1lこ院ILζ仁t投II)Iだきない。 n・1l!qJI;; は、 1'rIλi説をjf: ~ことに，I; , c 111.1:Ji; i廷

のiMHl I J f9i r J t.：：＿ 説U)Iし、しかも、このようなi9rfJ U r J t: 11 Jむあると，）＇弓。

2 . -JU,U)ltL: _J.:J1.!!JJUJ二えよ会＿tJ ＿~工lillMiitJ.:.l'EQJ.J兵Lt毛

1li'i i~；’芝 I -c jli tlUlllメ！J分小l'Fとした「パン・ハイカン j を、宮崎論文 2<: U 

r 1;1111! 111/¥ 1¥'J H問符計j とす 7;i内その結果、共同経常に拭、全mi、Jti鈎ti'!nil分、

れII¥'Wfmう｝じ＞：i・;IJ，あ；$ことになる。

いず .It（こちい℃も！：！出uJt fjざiiT ：！’j I）、したがって、参｝）11i世帯υ）jiJi ，まと Jti己！

？王宮11；のjiJi(jとは！日jじものであると，J-る。
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全面；主に親子階、全部門、共同出費、 j奈良せとして全世帯が労働提供、自給消

費経済について部分共同

共助型；親子またはきょうだいr111、 i部部門、収穫物分配、消喪別、全世帯労

的提供、一方のみが土地提供

貸借型：共闘型とほ諸問じ、ただし、一方が土地を地方が労働提供。

〔3］福井コメント

J_,__filj反ii_i品店ぶ及しエ

主論点、 1.綾子関！の使用貸出ときょうだい間のそれを註別していないわけでは

ない。ただし、宮崎氏の区別は下位の区別であ ~o もっともプライマリーなi三

分には登場しないだけである。この異動は、視点の違いによる。相続など社会
＼、

関係tこ重点を置く類型化を宮崎iたが試みたわけではな。かれは貸借形態が果し

ている結涜的意味合い者三分析する ilij段階として傾型化したのである。ところで

相続を重視する視点だげがiEしいことはない。したがって、田坂氏のこの点に

！到する批判は、当たらない。ハイ・プンクンは、 DDでもあるかもしれない。

あるいは見落しかもしれない。しかし、それが存在するはずであり、それを報

告していないのは見落しであると極め付けることはできない。また、たとえ存

在していたとしても、その頼が経務的に意味がなげれば何ら鵠告する必要はな

い。これも社会的視点、と経済的視点の違いの問題である。

主論点、 2.ランレームの小作料は 10%以下であるという。それは 7-10タ

ン／ライであるという。ならば平均収監は、 70-100タン／ライである。

プンクンは椋 1. 5タン／ライ程度と言う。ならば収量の 1. 5-2. 0%で

ある。 DI)ではきょうだいrmの小作料は低いといっても 33%である。 Fゥレ

ーと！司じとすることはできない。

主論点、 3.宮崎氏は、きょうだい！日｝刈分小作が部分共同経営であるとはいって

いない。両者を区別した上で、前者の発生原理を考究し、 f相互扶助的刈分小

l'rの原型u、兄弟姉妹lnlで契約されるメI］分小作であり、その初JUI形態u－障の

部分共同経営と考えられる J といっているだけである。共同経営の苓ifjlJに組子

問のそれが挙げられているので、共同経嘗とは親子!UJにだけあるものと間違え

てはならない。
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主論点4. ランレームにおける使用農諸において段方の労働提Hれまないものと
理解する。しからはDDの親子mi部分共同経営をハイ・タムキンと同一視する
ことはできない。理出は、鋭も耕作に参加することであり、収穫物は；万平が一
終で、プンクンfl度のノーミナルなものではないからむある。

主論点 5.以上から明らかなようにflj整理と称する表の内容にはまったく納得
できない。

HJ i長jたは、 r i境我の速いは、対象とする農村の違いに由来するというよりも、
形態分間の担角＝＝基準の相違に起i認するようであるJと啓いている。－・f.H lえそ
うである。しかし、大部分は事実の遣いによるようである。村落調貨の限界の
ひとつは、一般化が国王1tなことである。強引な一般化よりも、まずデータに忠
実でありたい。

Zム」ill立記一i自立ι.tiーしエ

部訟点 1. r f云統的土地所有j なる詔は、確かに具体的事l11Jなしに使われてい
る。この点lこi唱しでは、批判は的をえている。 11百感、である。それゆえに宮崎英
文原誌の校iEL!H告において、理分か説明ii:}JUえるよう鵠者として注文をつりた。
それでもなお、言葉として適切ではないかとの疑問をもっ。

割論点 2.現地詔呼称が少ないことは認めねばなるまい。しかし、 f現地誌の
収集号行っていないj との批判は、いささか性急である。脅かれていないこと
と、収集しなかづたこととは加である。 Second lnteri mの舟権論文、富崎論
文 2を参照のこと。

立ょ一五並j§jζ乏虫j辺tiulW虫監査斗盟主エ

a-4貝で f伝統的土地所存をこのように規定する根拠は、 j とあるが、どの
ように授定したのか。綾子による共存立伝統的所有とするのならば、 HH活とし
て挙げられている五つの項目のうち、親子間以外の共有に院！ずる項目は意味が
ない。

F土地提IRが1罷った共同経営があって、それを共闘共食とみるためには、共：白
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と理解するのが密接でるるJという詮法試逆立ちである。 Fまず、共i弛共金が

あって〈蔓室〉、それは、たとえ土地渠洪が揺っていたとしても、一穏の共同

経嘗〈宣鐘丘虫旦五〉である。なぜならば、土地共有と認識されているからで

ある。 j （宮崎英文原稿参照のこと〉とすべきである。

伴侶に対ずる相続上の第3者対抗力は、ひとり土地についてだりではない。相

続物件のすべてについてそうではないのか。もし、そうだとすれば、これは土

地所有践の問題ではなく、相続現行一般の問題であろう。伝統的土地所有践の

捺誌にはならない。

親銭との貸借において条件が｛昔方にとってより有利であることは、互助が貸出

において異現北していることを物語りはする。しかし、それだけでは個人的土

地所有の制販の皆証にはならない。

売買についても同様である。親族が穫先されていることだけでは、単な~互助

なのか、続枝先員権があるのか不明である。ただし、 「所属する部i織の長に相

談し、その長が当該組織内で購入希望者を選定するJ というのが事実ならば、

親族先買掘が成立しており、所有権は制限されていることになろう。しかし、

それは事実か？ いかなる集団が組織なのか、その長とは誰のことなのか、そ

のような相談が実際に行われた事実を明示できるか？

近親！喝の互D)Jは、まったく怒意的に行われるのではない。謹々の共同経営や段

階を通じて互助の形式が確立されている。これらの形態のさらに背景には、 ~J

人的所有とは異なった、親族の発言を受入れざ~をえないような制限付土地所

有観がある。以上が宮崎氏の論旨であろう。しかし、制摂付所有者E立誌できる

事実はあまりない。近親互助は、個人的所有観の下であっても可能だからであ

る。制限M・所有観を示唆すると思われるただひとつの事象は、夫が夫の、妻が

妻の親族と貸借、売異ずることが多いということぐらいである。

宮崎氏は、あるときには所有権制限といい、あるときには共有という。この両

者の間には大きな踊たりがあると考える。相続前の親子問において共有意識が

あり、それが均分相続の背景となることは、長子相続などとの対比でよく理解

できる。しかし、親子関の共有意識は、親子共同経営におりる土地提供の備り

を説明するだ，1-である。問題は、親子以外の近線開における所有意識である。

親子関の共同続嘗は共有意識に基づく→共同経営はすべて共有意識に基づく→
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親子Ill!以外の共同控室参加者は、すべて土地を共有している、という立訟はま

ったくおかしい。純子以外0):ilr t見nuのすべての共同総話、段落、売買において、

当事者が土地共有怠誌をもっとは照らない。ただ、制限H所有践があるとすれ

ば、共同、貸出、売買の相手OJ選定期！句がよく理解できるという恕度ではない

のか。

ム去.ill重量Jt_2_filjJ盟主主J地調ーしヱ

j[Ef:見fillのHJJI.扶助的刈分小作を共同経営の if重としたことは、！日j遣いだと考え

る。そのrmLIJは、以下のJi!iり。

イ．そもそも宮崎氏が共同経営としたのは現地でへットナムカンと u；れまれるも

のである。きょうだいnuメIJ分小作はそうは苦手拭。れない。これをしも共同経営と

いうのならば、共関経営の定義をt.Jiたにせねばならない。

ロ．共開で経営するとは、土地、資本、労織などの生産要素を共i可で負担し、

収益を負担に1応じて配分し、危険を共立負担し、経営lこ等しく参加することで

あると宮崎氏自身が述べている。このうち、土地の提供については、少なくと

も親子IUJの場合共有意識があるから、表ffii的な煽りは問題とならないとした。

きょうだいllil刈分において、これらの条件が満たされているというのか。

ハ．ヘットナムカンの肝心な点は、土地の提供、収礎物の分割、危険負担怠け

ではなく、文字どおり F共に働く j ことにある。共に｛動かないならば、いかに

揺互扶助を白的としようとヘットナムカンではない。だからこそ近親刈分はヘ

ットナムカンとは呼ばれない。ところで、この共協をもって共同経営の嬰とし

たのではなかったのか。

豆ム点主話

区Ji友氏の主論点のすべては、見当はずれである。答えるまでもないことと考え

る。

むしろ副総点、である伝統的土地所有に関する指摘は正しい。

宮鵠I史は、近視rmメ日分小作の位農はけについて、 Ill）違った対応をした。むしろ
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｝京議文のままで長かっ三とのではないかむ

土地所有観に関して誌、異体的データを欠いたまま、無理に背伸びしすぎた。

少なくともこれまでに分析されたデータをみる限りは、所有権制限〈親子i習を

のぞいて共有ではない〉でさえも、十分には立証できないのではないか。

その｛也の回坂氏論点に対して、宮崎氏が答えていないのは、 1高井と違って慎み

深いからか。
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